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令和８年度見沼たんぼ公有地管理運営業務委託 

企画提案募集要領 

 

１ 趣旨 

首都圏近郊に残された貴重な大規模緑地空間である見沼田圃の保全・活用・創造の

ため、埼玉県が公有地化した土地（農地）について見沼たんぼ公有地利活用推進事業

（農地の適切な管理及び効果的な利活用）をＮＰＯ等へ委託するものであり、委託候

補者を選定するための企画提案を下記のとおり募集する。 

 

２ 募集内容 

（１）委託業務名・委託業務内容 

令和８年度見沼たんぼ公有地管理運営業務委託仕様書（以下、「仕様書」という。）

①～⑨のとおりとする。 

（２）委託期間 

令和８年４月１日（水曜日）から令和９年３月３１日（水曜日）までとする。 

（３）委託料の上限額 

仕様書①～⑨「４ 委託料の上限額」に記載のとおりとする。 

 

３ 応募資格 

次に掲げる要件（１）～（11）を全て満たすものとする。 

（１）定款又は会則等を設けている団体（任意団体を含む）であること。 

（２）５人以上の構成員がいること。 

（３）主たる構成員の１人以上が農家又は農業に従事した経験者であること。 

（４）団体の主たる事務所が県内にあること。 

（５）宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的

とする団体でないこと。 

（６）政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする団

体でないこと。 

（７）特定の公職の候補者若しくは公職にある者、又は政党を推薦し、支持し、又はこ

れらに反対することを目的とする団体でないこと。 

（８）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定により一般

競争入札の参加資格を有しない団体でないこと。 

（９）暴力団又はその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過し

ない者の統制の下にある団体でないこと。 
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（10）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立、民事再

生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て又は破産法（平

成１６年法律第７５号）に基づく破産手続き開始の申立てが行われている団体でな

いこと。 

（11）埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置要綱（平成２１年３月３１日付け入審

第５１３号）に基づく入札参加停止の措置を受けている団体でないこと。 

 

４ 委託費 

（１）管理面積及び管理内容に応じた農地管理費及び事業の実施に直接必要となる経費

（以下、「必要経費」という。）を支払う。 

（２）必要経費の支払いは、原則として履行確認後（事業完了検査後）に行う（精算払

い）。なお、必要に応じて、全部又は一部を概算払いとする場合がある。 

 

５ 必要経費 

計上できる必要経費は、謝金、旅費、消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕費、通

信運搬費、保険料、使用賃借料等とする。（別紙１「経費計上の考え方」を参照） 

備品（税込み１０万円以上の物品）等の財産の取得に係る経費は認めない。 

 

６ スケジュール 

  募集要領の公開       令和８年１月１９日(月曜日)  ９時 

  質問事項の受付開始         １月１９日(月曜日)  ９時 

  質問事項の受付期限         １月２３日(金曜日) １５時 

  質問事項の回答           １月２８日(水曜日) 

  企画提案競技参加申込書の提出期限  ２月 ４日(水曜日) １７時 

  企画提案書の受付開始        ２月 ５日(木曜日)  ９時 

  企画提案書の提出期限        ２月１３日(金曜日) １７時 

  企画提案審査            ３月中下旬の予定 

  審査結果の通知           ３月下旬の予定 

 

７ 質問の受付及び回答 

募集内容に関する質問を次のとおり受け付ける。 

（１）受付期間 

令和８年１月１９日(月曜日) ９時から令和８年１月２３日(金曜日) １５時ま

で 
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（２）受付方法 

質問事項は、「質問書（別紙２）」に質問内容を記載のうえ、「13 問い合わせ先及

び書類の提出先」宛て電子メールで送信し、送信後は電話による到達確認を行うこ

と。なお、簡易な確認事項を除き、電話による質問には応じない。 

（３）回答方法 

質問に対する回答は、質問者名を伏せた上で、１月２８日(水曜日)までに埼玉県

ホームページ（https://www.pref.saitama.lg.jp/a0108/rikatsuyou-koubo/r8.html）

に掲載する。 

 

８ 企画提案競技参加申込書の提出 

本業務の企画提案競技への参加を希望する者は、「企画提案競技参加申込書（別紙

３）」を提出すること。 

（１）提出期間 

募集要領公開後から令和８年２月４日(水曜日)１７時まで 

（２）提出方法 

「13 問い合わせ先及び書類の提出先」宛て電子メールにより提出すること。な

お、送信後は電話による到達確認を行うこと。 

 

９ 企画提案書等の提出 

企画提案に当たっては、以下の書類（電子データ）を提出すること。 

（１）提出書類 

①（様式第１号）見沼たんぼ公有地利活用推進事業計画書（企画提案書） 

②（様式第１号－１）土地利用計画図 

③（様式第１号－２）実施スケジュール（事業地で行う事業） 

④（様式第１号－３）実施スケジュール（事業地以外で行う事業がある場合） 

⑤（様式第１号－４）収支計画 

⑥（様式第１号－５）実施体制 

⑦（様式第１号－６）資機材保有状況 

⑧（様式第２号）団体概要 

⑨（様式第３号）団体目的等についての確認書 

⑩（様式第４号）類似業務実績 

⑪ 添付書類 ・定款又は会則、役員名簿 

         ・その他参考となる資料（体験活動の概要など） 

（２）提出期間 

令和８年２月５日(木曜日)９時から令和８年２月１３日(金曜日)１７時まで（必

着） 
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（３）提出方法及び提出先 

「13 問い合わせ先及び書類の提出先」宛て電子メールで提出すること。なお、

14MB以上の容量のデータの送付となる場合は、県から専用の受け取り便を送信する

ので、申し出ること。 

（４）応募書類の取扱い 

提出された書類は返却しない。 

（５）その他 

ア 企画提案書等の提出については、１提案者につき１事業に限る。複数の事業へ

の提案はできない。 

イ 企画提案書等の作成・提出に要する経費は、企画提案者の負担とする。 

ウ 提出期限を過ぎて提出された応募書類は無効とする。また、提出後の差替え及

び再提出は認めない。ただし、県からの指示による場合はこの限りではない。 

エ 企画提案者が提出書類に虚偽の記載をした場合は、当該企画提案を無効とする。

契約締結後に虚偽が発覚した場合には、当該契約を解除する。 

オ 企画提案書等の提出後に応募を辞退する場合は、その旨を文書（様式任意）に

記載の上、「13 問い合わせ先及び書類の提出先」宛て電子メールで提出すること。 

カ 提出された企画提案書等は、委託候補者の選定以外に提出者に無断で使用しな

い。ただし、埼玉県情報公開条例（平成１２年埼玉県条例第７７号）に基づき公

文書開示請求がなされた場合は、この限りではない。 

キ 企画提案事業は、国、県及び市町村等から助成を受けることはできない。 

 

10 審査に関する事項（委託候補者の選定） 

（１）審査方法 

委託候補者の選定にあたっては、見沼たんぼ公有地利活用推進事業要綱に基づき

「見沼たんぼ公有地利活用推進事業審査評価委員会」において、審査基準により提

出された企画提案書を審査し、各業務の委託先として適当であると認めた場合に、

当該企画提案書を提出した者を委託候補者として選定する。ただし、総合得点が満

点の５割に満たない場合は、委託候補者として選定しない。 

各業務において企画提案書を提出した者が２者以上のときは、総合得点が最も高

かった提案者を委託候補者として選定する。なお、提案者によるプレゼンテーショ

ンは行わず、提出された書面により審査を行う。 

（２）審査基準 

審査項目、審査の視点及び配点は以下のとおり。 

審査項目 審 査 の 視 点 配点 

実現可能性 

提案した事業を確実に実施するための十分な組織体

制、農業活動経験があるか。 
３ 

事業が安全かつ適正に実現できる計画となっている

か。 
３ 
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審査項目 審 査 の 視 点 配点 

環境適合 
周辺の農地や自然環境、農業生産活動と調和している

か。 
３ 

情報発信 
見沼田圃の自然・歴史・文化等を効果的に発信するな

ど、県民への普及・啓発が期待できるか。 
３ 

社会貢献 
教育、福祉及び国際化など地域の福祉の向上に貢献す

ることができるか。 
３ 

経費の適正 
事業を実施するための経費が過大に見積もられてい

ないか。 
３ 

（３）審査結果の通知 

審査結果は、令和８年３月下旬に提案者全員に対し電子メールで通知する。なお、

審査及び審査結果についての問い合わせには応じない。 

（４）その他 

提案者が次の事項に該当した場合、委託候補者として選定しない。 

ア 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合 

イ 本募集要領に示した企画提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した場合 

ウ 委託上限額を超える企画提案書を提出した場合 

エ 評価の公平性に影響を与える行為があった場合 

 

11 契約方法 

県は、委託候補者と業務履行に必要な協議を行い、協議が整った場合は委託候補者

から改めて見積書を徴取し、見積書を精査の上、随意契約により委託契約を締結する。

なお、協議の結果、企画提案書の一部を変更する場合がある。 

委託候補者に業務を遂行できない重大な事由が判明した場合や、契約締結までの間

に委託候補者に事故ある場合等、実施に係る協議が整わない場合は、委託契約を締結

しない場合がある。この場合、企画提案が２者以上あった場合は、評価点が２番目に

高かった者と改めて協議を行う。 

 

12 その他留意事項 

令和８年度歳入歳出予算が県議会において議決されなかったとき又は本事業に係

る歳入歳出予算の金額に減額等があったときは、この企画提案募集を停止、中止又は

取り消すことがある。 

 

13 問い合わせ先及び書類の提出先 

埼玉県企画財政部土地水政策課 見沼田圃・三富地域担当 

ＴＥＬ：０４８－８３０－２１９２（直通） 

E-mail：a2180-03@pref.saitama.lg.jp 


